
三条市外国人材受入環境整備補助金交付要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、市内事業者の人材確保を支援するため、外国人材の就業環境及び

生活環境の整備を行う事業者に対し、予算の範囲内において三条市外国人材受入環境

整備補助金（以下「補助金」という。）を交付することに関し、三条市補助金等交付

規則（平成 17 年三条市規則第 41 号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるもの

とする。

（定義）

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。

(1) 中小企業者 中小企業基本法（昭和 38 年法律第 154 号）第２条第１項に規定す

る中小企業者をいう。

(2) 外国人材 次に掲げる要件のいずれかに該当する者をいう。

ア 出入国管理及び難民認定法（昭和 26 年政令第 319 号）別表第１の２の表に掲

げる特定技能の在留資格を有する者で、出入国管理及び難民認定法別表第１の２

の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令（平成 31 年

法務省令第６号）第３号の分野に係る技能を有するもの

イ 出入国管理及び難民認定法別表第１の２の表に掲げる技能実習の在留資格を

有する者で、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律

施行規則（平成 28 年法務省、厚生労働省令第３号）別表第２第５号、第６号の

表に掲げる職種又は別表第２第７号の表に掲げる印刷、製本、プラスチック成形、

強化プラスチック成形、塗装、溶接、工業包装、紙器・段ボール箱製造、陶磁器

工業製品製造、コンクリート製品製造若しくは RPF 製造の職種に従事するもの

（補助対象者）

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次に掲げる

要件の全てに該当するものとする。

(1) 市内に本店（個人事業主にあっては、事業所所在地）を有し、常時使用する従業

員の数が 50 人以下の中小企業者であること。

(2) 市内事業所において外国人材を現に雇用し、今後も継続して雇用する予定である

こと又は第７条の交付申請の日から１年以内に市内事業所において新たに外国人

材を雇用する具体的な計画があること。

(3) 納期限の到来した市税を完納していること。

（補助対象事業）

第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、補助対

象者が行う、市内事業所における外国人材の雇用に向けた事業であって、次に掲げる

ものとする。



(1) 就業環境整備事業 外国人材のための研修、母国語作業マニュアルの作成、就業

規則の翻訳、定期面談の通訳、備品の購入、工事その他外国人材の就業環境を改善

するために取り組む事業であって市長が適当と認めるもの

(2) 生活環境整備事業 外国人材に使用させる社宅のリフォーム、社宅に備える家具

の購入その他外国人材の生活の本拠となる市内の住居等の環境を改善するために

取り組む事業であって市長が適当と認めるもの

（補助対象経費）

第５条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助対

象事業に必要であると市長が認める経費であって、市長が指定する期間に支払が完了

するものとする。

２ 前項の規定にかかわらず、同項の経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額は、

補助対象経費としないものとする。

３ 第１項の規定にかかわらず、補助金の交付を受けようとする経費が、この要綱その

他の市の制度又は国、県その他の機関の制度により補助金の交付を受けた、又は受け

る場合は、補助対象経費としないものとする。

（補助金の額）

第６条 補助金の額は、補助対象経費の３分の２以内の額とし、１年度につき 30 万円

を上限とする。この場合において、算定した額に 1,000 円未満の端数があるときは、

これを切り捨てた額とする。

（交付申請）

第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、市長が指定

する日までに、三条市外国人材受入環境整備補助金交付申請書（様式第１号）に、次

に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 直近の確定申告における確定申告書の第一表の写し（個人事業主に限る。）

(2) 法人の定款又は登記事項証明書（法人に限る。）

(3) 外国人材の雇用を証する書類（現に外国人材を雇用している場合に限る。）

(4) 技能実習計画又は工業製品製造業分野における特定技能外国人の受入れに関す

る誓約書（現に外国人材を雇用している場合に限る。）

(5) 外国人材雇用計画書（様式第２号）又は外国人材を雇用する具体的な計画を確認

できる書類（現に外国人材を雇用していない場合に限る。）

(6) その他市長が必要と認める書類

（交付決定）

第８条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、

補助金を交付することを適当と認めたときは、三条市外国人材受入環境整備補助金交

付決定通知書（様式第３号）により申請者に通知するものとする。

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付決定をするに当たっては、次に掲げる条件



を付すものとする。

(1) 補助対象事業によって取得し、又は効用を増加させた財産（以下「取得財産等」

という。）のうち、取得価格又は効用の増加価格が 500,000 円以上のものについて、

補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又

は廃棄しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならないこと。

(2) 取得財産等を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一

部を市長に納付させることがあること。

(3) 取得財産等については、事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管

理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければな

らないこと。

(4) その他補助金に関し市長が指示する事項に従うこと。

（申請内容の変更等）

第９条 前条第１項の規定により補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」と

いう。）は、交付申請の内容を変更し、又は事業を中止し、若しくは廃止するときは、

三条市外国人材受入環境整備補助金変更等申請書（様式第４号）を市長に提出し、あ

らかじめその承認を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合については、こ

の限りでない。

(1) 補助対象経費の総額の 20 パーセント以内の減額をする場合

(2) 補助の目的に影響を及ぼさない範囲で補助対象事業の内容を変更する場合

（実績報告）

第 10 条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、三条市外国人材受入環境整

備補助金実績報告書（様式第５号）に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に提出

しなければならない。

(1) 補助対象経費の支払を証する書類

(2) 補助対象事業の実施状況が確認できる写真

(3) その他市長が必要と認める書類

（補助金の額の確定）

第 11 条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審

査した上で補助金の額を確定し、三条市外国人材受入環境整備補助金確定通知書（様

式第６号）により、補助事業者に通知するものとする。

（交付決定の取消し等）

第 12 条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けた者があった

場合又は補助対象者の要件を満たさないことが判明した者があった場合は、当該交付

決定の全部又は一部を取り消すことができる。

２ 前項の場合において、市長は、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還

を命ずることができる。



（その他）

第 13 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。

附 則（令和６年９月告示第 514 号)

この要綱は、告示の日から施行する。

附 則

（施行期日）

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この要綱による改正後の第６条の規定は、この要綱の施行の日以後に交付申請のあ

った者について適用し、同日前に交付申請のあった者については、なお従前の例によ

る。


